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研究成果の概要（和文）：1910 年代～1920 年代にスペイン人青年男性をスペイン軍の兵士

にさせえた 1912 年兵役法の内容と意義、徴兵の実態、モロッコでの植民地軍の創設、モ

ロッコ植民地「平定」後の「原住民」統治、植民地モロッコの一大軍事基地化、アフリカ派

軍人たちが「平定」後にも独自の軍人社会を維持しつづけ軍内で最有力の勢力となったこ

と、以上のことを明らかにした。総じて、スペイン内戦が「アフリカからやってきた戦争」

であることの意味を解明した。 
 
研究成果の概要（英文）：The investigation during three years(2010-2012) has clarified or 
verified the following issues: the significance of the Spanish conscription law of 1912; the 
realities of the conscription; the constitution of the colonial army in the Spanish Morocco; 
the Spanish rule over the ‘native’ people in Morocco; the Spanish Morocco as a huge 
military base; the ascendency of the Africanist militaries in the Spanish army as well as in 
the Spanish society and politics. In general, the Spanish Civil War was ‘the war that came 
from Africa’. 
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１．研究開始当初の背景 
（１）1900 年代～1920 年代のスペイン領
アフリカとくにモロッコにおける植民地戦
争は当時のさらにその後のスペイン政治・
社会に決定的とも言える衝撃を与えた。そ
れは、1909 年の「悲劇の週間」、1921 年の
アンワールの「破局」、1923 年のプリモ・

デ・リベーラ将軍のプロヌンシアミエント
（クーデタ）の成功に表れた。さらには、
1936 年に始まったスペイン内戦において
もモロッコ植民地の存在はときに決定的意
義を持った。 
（２）最近のスペイン語・英語・フランス
語文献でも、1936 年の反乱－内戦に象徴的



に表れたスペイン軍人たちの権力的志向を
モロッコでの植民地戦争とその「勝利」か
ら説明しようとした研究が連続的に現われ
た（代表的なものは以下である。Sebastian 
BALFOUR,Deadly Embrace.Morocco and 
the Road to the Spanish Civil War 
(2002);María Rosa de MADARIAGA,Los 
moros que trajo Franco…La intervención 
de tropas colonials en la guerra civil 
española(2002);GustauNERIN,La Guerra 
que vino de Africa (2005)）。研究代表者も
今までの研究に基づいた自らの見解を以下
で明らかにしていた。Yasuhiro FUKASAWA,
‘El nuevo encuentro hispano-marroquí 
en el siglo XX:¿‘Moros amigos’y/o
‘Moros malos’?’,Grupo de Materiales 
Impresos/HirotakaTateishi(eds.), 
Percepciones y representaciones del 
Otro: España- Magreb- Asia en los siglos 
XIX y XX(2006). 
（３）以上の研究状況の中で、スペイン軍

人たちがアフリカ植民地とくにモロッコで

の植民地戦争にスペイン人を動員できた制

度的基礎である兵役制度と、それにスペイ

ン人たちがどのように反応したのかを検討

することの重要性に気づいた。さらに、ア

フリカ植民地支配の中で台頭してきたサン

フルホ、フランコ、モラらアフリカ派軍人

たちが形成した軍人社会の様相と彼らの権

力志向的な独自のイデオロギーがスペイン

政治の中で有した重要な意味に気づいた。 
 

２．研究の目的 
（１）20 世紀初頭から主にモロッコ保護領で

展開されたスペインの植民地戦争ではどの

ような人々――一般徴募兵か、志願兵か、兵

役一部免除金を払った特権兵士か、あるいは

「原住民」兵か――が兵士として戦っ（わさ

れ）たのかを明らかにする。 

（２）植民地戦争との関連でスペインの兵役

制度がどのような変遷を辿ったのか、それは

何故なのか、それは同時代のスペイン人にと

ってどのような意味を持ったのかを解明す

る。 

（３）兵役制度に支えられ、またそれによっ

て徴募されたスペイン人を動員してこの期

に植民地戦争を遂行しモロッコ植民地を「平

定」したアフリカ派軍人たちが 1920 年代～

1930 年代のスペイン政治・社会において決

定的意味を持つに至ったことを、植民地戦争

の中で形成された独自の軍人社会の成立、モ

ロッコ植民地を事実上支配することになっ

た実力と実権、モロッコ植民地の軍事基地化

さらにはアフリカ派軍人の権力志向的なイ

デオロギー形成の面から解明する。 
 
３．研究の方法 
（1）スペイン陸軍史料館（マドリード）に

マイクロフィルムで所蔵されているモロッ

コ戦争関係文書、徴兵関係文書、徴募兵の配

属関係文書（スペイン国内だけでなく、とく

にモロッコ、西サハラ、ギニアなどのスペイ

ン植民地に配属された兵士についての文書）

を閲覧した。スペイン陸軍史料館に付設され

ている図書室の資料も閲覧した。 

（２）スペイン総合公文書館（アルカラ・デ・

エナーレス）に所蔵されているモロッコ統治

関係文書、モロッコ戦争中のスペイン軍・政

府の「原住民」政策関係文書（スペイン植民

地当局「原住民部」の文書）、「原住民」兵

の徴募・動員に関する文書を閲覧した。 

(３) スペイン軍が蒐集したアフリカ関係

資料が所蔵されているスペイン国立図書館

(旧)アフリカ資料室の文書（一部はマイクロ

フィルム）を閲覧した。 

(４)マドリード市立新聞資料館に所蔵され

ているアフリカ植民地関係の雑誌・新聞、ア

フリカ派軍人たちが発行していた雑誌、アフ

リカ植民地主義派組織が発行していた雑誌、

さらに当時公刊されたモロッコ植民地関係

書籍を閲覧した。 

（５）関連テーマを研究しているスペイン陸

軍史料館研究員と研究打ち合わせをおこな

った。 



(６)20世紀のスペインの植民地戦争、スペ

インの兵役制度、1920年代～1930年代のスペ

イン政治・社会における軍部の位置にするス

ペイン語・フランス語・英語で公刊された最

近の研究を摂取した。 

 
４．研究成果 

（１）1910～1920 年代にスペイン人青年

男性をスペイン軍の兵士にさせえた制度的

基礎である 1912 年兵役法の意義を明らか

にした。1912 年兵役法が義務徴兵制を導入

したのは、1909 年の「悲劇の週間」での抗

議行動でそれまでの兵役免除制の恩恵に浴

すことができなかった人々からの批判が顕

著に表れたからである。しかし、1912 年兵

役法は兵役を一部免除される特権兵士制度

を新設した。この制度に浴するためには高

額の納付金の支払いが必要とされた（納付

金兵士制度）。さらに 1912 年兵役法では禁

止された代人制も 1913 年には復活した。 
（２）スペイン人青年男性が徴兵対象者と

なり、それから実際にスペイン軍兵士とな

るまでを、公式統計によって数量的に把握

した。その結果、徴兵対象者のうち一般徴

募兵として実際に兵舎に入ったのは平均し

て 33％程度であることがわかった。 
（３）各年の入隊者のうち一般徴募兵（「貧

者の兵士」と言われた）と納付金兵士(「富

者の兵士」と言われた）の割合はどのくら

いだったのか。また、どのような階層の青

年たちが納付金兵士になったのか、納付金

兵士が多いのはどの地域か、さらに一般徴

募兵は納付金兵士に対してどのように反応

したのか、を明らかにできた。 
（４）身体上および経済上の理由によって

兵役免除となった徴兵対象者の階層別・地

域別構成を明らかにできた。 
（５）公式統計でもこの時期の徴兵忌避率

が平均して 17％であること、徴兵忌避の地

域的差異、その移民増加との関連を明らか

にできた。 
（６）兵役免除を審査した各地域の徴兵審

査混成委員会の実態について明らかにでき

た。この委員会では地域の有力者が兵役免

除者の選定において大きな影響力を行使し、

幾多の不正があったことを明らかできた。

とくに「貧者」は、兵役を免れようとして

相互に敵意をもちつつ様々な手段に訴えた

ことを明らかにできた。 
（７）上述の兵役制度によってスペイン人

兵を動員してこの期に植民地戦争を遂行し

たアフリカ派軍人たちが強力な植民地軍の

創設を主張したこと、そのためにアフリカ

派軍人たちはスペイン兵だけでなく「原住

民」兵確保を主張し、実際にもそのような

植民地軍と軍事基地を植民地モロッコでつ

くり上げたことを明らかにした。 
（８）アフリカ派軍人たちは、1927 年のモ

ロッコ植民地「平定」後にも独自の軍人社

会を維持しつづけ、しかも軍内で最有力の

勢力となった。それを象徴するのは、1928
年に開校した陸軍士官学校 Academia 
General Militar の人員がほぼアフリカ派

で構成されたことである（校長はフランコ）。

陸軍士官学校での軍人教育の内容（軍隊の

政治・社会との関連、士官として兵隊をど

のように教育するか、など）を明らかにで

きた。 
（９）モロッコ植民地を「平定」したアフリ

カ派軍人たちがどのような「原住民」統治を

おこなったのか、またどのように「原住民」

兵部隊を徴募し、動員したのかを明らかに

した。 

（１０）以上のようにスペイン人兵と「原住

民」を動員できたアフリカ派軍人たちはス

ペイン第２共和政の崩壊と内戦においてと

きに決定的役割を果たした。全体として、



スペイン内戦が「アフリカからやってきた

戦争」であることの意味を解明できた。 
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